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議事日程  「諸般の報告」「事務局報告」 

１「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

２「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

３「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申出の意見決定」について 
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「開 会  午後 ２時３０分」 

 

 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正してください。一同、礼。 

 

○議長（会長） 

 皆さん、こんにちは。本日は１７番委員より欠席届が提出されております。只今の出席委員は３６名

であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第１１回霧島市農業委員会定例総

会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布の議案書のとおりでございます。議案の修正が

ありますので、事務局より報告をさせます。事務局。 

 

○        〔事務局より議案書の訂正について報告〕 

 

○議長（会長） 

次に諸般の報告・事務局報告をいたします。事務局。 

 

○砂田事務局長 

それでは先月の定例総会以降に会長等が出席しました会議等について、報告をいたします。 

 

〔６件について報告〕 

 

以上、会長等が出席した会議等の状況であります。次に、事務局報告をいたします。 

農地法第１８条第６項等解約通知報告です。利用権解約のうち、賃借権通知９件、３条解約のうち使

用貸借権通知１件の計１０件が提出されました。また、平成２８年８月に許可した５条許可の取消し願

い１件、時効取得４件が提出されました。以上で報告を終わります。 

 

 

 

○議長（会長） 

 諸般の報告、事務局報告が終わりました。では、議事に入ります。 

 

 

 

△ 議案第１号  「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

 

 議案第１号「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定について」を議題と

いたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき、所有権移転２件、利用権設定のうち賃

借権設定２９件、使用貸借権設定４件の計３５件の農地利用集積計画（案）について、市長より意見を
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求められておりますので、当委員会での審議を求めます。ただし、利用権設定３３件のうち２０件は、

再設定及び認定農業者でありますのでご承認いただくこととし、新規の１３件について審議を行います。

それでは調査委員の意見報告を求めます。所有権移転の１番及び２番を７番委員。 

 

○７番委員 

１号所有権移転の１番について報告します。 

本件については、農業経営基盤強化促進法に基づき、譲渡人と譲受人との間で、申請地１筆＊＊万円

にて協議が整い、所有権移転に係る申出書が平成２８年１１月９日に提出されました。以下、譲受人が

農業経営基盤強化促進法にて所有権移転を受ける要件を備えているか否かについて報告します。譲受人

は、現在２７，６０７㎡のすべてについて耕作しており、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具も完備している。取得後に周辺の農地の利用に支障を生ずる恐れがないと思われる。あっ

せん譲受人候補者名簿の溝辺地区＊＊番に記載されており、その経営面積もあっせん基準の２１０ａを

超えている。以上のような理由により、譲受人は所有権移転を受ける要件を備えているものと思われる。 

 

１号所有権移転の２番について報告します。 

本件については、農業経営基盤強化促進法に基づき、譲渡人と譲受人との間で、申請地２筆＊＊万円

にて協議が整い、所有権移転に係る申出書が平成２８年１１月２日に提出されました。以下、譲受人が

農業経営基盤強化促進法にて所有権移転を受ける要件を備えているか否かについて報告します。譲受人

は、認定農業者であり、現在６３，３９７㎡のすべてについて耕作しており、必要な農作業に常時従事

すると認められる。また、農機具も完備している。取得後に周辺の農地の利用に支障を生ずる恐れがな

いと思われる。あっせん譲受人候補者名簿の溝辺地区＊＊番に記載されており、その経営面積もあっせ

ん基準の１００ａを超えている。以上のような理由により、譲受人は所有権移転を受ける要件を備えて

いるものと思われる。以上です。本件は、９月のあっせん分です。 

 

○議長（会長） 

次に利用権設定の１番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

１号利用権設定の１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、７，９０３㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

１号利用権設定の２番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３４，５９８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家
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であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

１号利用権設定の３番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２，８９２㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、２７番委員。 

 

○２７番委員 

１号利用権設定の８番を報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を５年間借り受

け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地１筆は農用地区域内に位置し、適切

に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理機

構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１３番及び１４番、３６番委員。 

 

○３６番委員 

１号利用権設定の１３番及び１４番について借人が同一のため、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２，６４２㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２２番、１０番委員。 

 

○１０番委員 

１号利用権設定の２２番を報告します。 

借人は、現在、７，１９６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時
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従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２３番、９番委員。 

 

○９番委員 

１号利用権設定の２３番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１，５５９㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２４番及び２５番、２０番委員。 

 

○２０番委員 

１号利用権設定の２４番及び２５番は借人が同一のため、まとめて報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地２筆は農用地区域内に位置し、適

切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理

機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２６番、１５番委員。 

 

○１５番委員 

１号利用権設定の２６番を報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地２筆は農用地区域内に位置し、適

切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理

機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２７番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

１号利用権設定の２７番を報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地６筆は農用地区域内に位置し、適
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切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理

機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３１番、４番委員。 

 

○４番委員 

借人は、担い手農家であり、現在、１４，０２７㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査委員から意見報告がありました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農用地利用集積計画（案）の意見決定について

は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしており、妥当なものであるという意見です。こ

れについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第１号「農用地利用集積計画（案）の意見決定について」は、承

認することに決定し、その旨を市長に通知いたします。 

 

 

 

△ 議案第２号 「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第３条の規定による許可申請、所有権移転の７件が提出されましたので、この処分
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について審議を求めます。それでは、議案書記載順に調査委員の意見報告を求めます。１番を１４番委

員。 

 

○１４番委員 

２号１番を報告します。 

申請地は春山緑地公園の南に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は５名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２５１，４２７㎡で下限面積要

件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

を生ずる恐れがない。受人の法人は法人形態要件、事業要件、構成員要件、役員要件の４つの農地所有

適格法人の要件を満たすものと認められる。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の

各号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

２号２番を報告します。 

申請地は上之段・平山・塚脇コミュニティ広場の東に位置しており、現況は畑である。申請地には所

有権以外の使用収益権は設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従

事すると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべを効率

的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２８，７

３０㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各

号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番、７番委員。 

 

○７番委員 

２号３番を報告します。 

申請地は宮川内自治公民館の南東に位置しており、現況は不耕作地である。申請地には所有権以外の

使用収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認

められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用

して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１３，６８０㎡で

下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の

確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

４番、２６番委員。 

 

○２６番委員 

２号４番を報告します。 

申請地は三縄自治公民館の東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は４１，４４９㎡で下限面積要

件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思

われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、１５番委員。 

 

○１５番委員 

２号５番を報告します。 

申請地は三体小学校の北東に位置しており、現況は荒地である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５３，６７７㎡で下限面積要

件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思

われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、４番委員。 

 

○４番委員 

２号６番を報告します。 

申請地の小浜＊＊番は小浜小学校の西に、小浜＊＊番は星原池の北西に位置しており、現況は田であ

る。申請地には所有権以外の使用収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要

な農作業に常時従事すると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放

牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作

予定面積は２，９８４㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法

第３条第２項の各号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 
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７番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

２号７番を報告します。 

申請地は迫間公民館の南東に位置しており、現況は畑と田である。申請地には所有権以外の使用収益

権は設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１０，１１９㎡で下限面積要

件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思

われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第３条の規定による許可申請７件は、農

地法第３条第２項の各号に該当しないため許可相当という意見です。これについて承認することに賛成

の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可することに決定いたします。 

 

 

 

△ 議案第３号 「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申出の意見決定」

について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定について」を議題といたします。
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農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の一部変更の用途区分変更１件について市長より意見を

求められておりますので、当委員会での審議を求めます。この件について現地調査が行われております

ので、調査委員の意見報告をお願いします。用途変更、１番を、６番委員。 

 

○６番委員 

３号用途変更の１番を報告します。 

申請地は市後柄自治公民館の東に位置しており、現況は保全管理である。申請地の北は宅地、南は田、

東は道路、西は畑である。用途区分変更目的は農業用倉庫を建設するものである。周囲の農地の用水路

及び排水路は確保されているため、問題はないものと思われる。申請地は農用地の外周部に位置してお

り、用途区分変更することで、周囲の農地に及ぼす影響は軽微であると思われ、用途区分変更はやむを

得ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この他について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農業振興地域整備計画の一部変更申出の用途区

分変更１件については許可という意見です。これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定につい

て」は許可という意見を市長に答申することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第４号 「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第４条の規定による許可申請７件が提出されましたので、この処分について審議を

求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、議案書記載順に調査委員の意見報告を求め

ます。１番、６番委員。 
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○６番委員 

 ４号１番について報告します。 

申請地は国分中学校の北東に位置し、現況は雑種地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域

が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金

の調達については造成済のため不要である。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、

計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は９６８㎡であり、駐車場に利用するために

は相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南は宅地、北は宅地である。隣接地に

ついては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由

により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ４号２番について報告します。 

申請地は平山公民館の西に位置し、現況は畑である。なお、平成２８年２月頃、ロール置場にしてし

まったという始末書が添付されている。農地区分は、農用地区域内の農地に該当すると思われる。資金

の調達については転用済みのため不要である。法定小作人なし。転用目的はロール置場を建設するもの

であり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は１，２５３㎡であり、ロール置場に利用

するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は道路、南は道路、北は畑である。隣

接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよう

な理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番及び４番、５番委員。 

 

○５番委員 

 ４号３番について報告します。 

申請地は国分南小学校の南東に位置し、現況は宅地である。なお、平成１８年４月頃、住宅を建築し

てしまったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種

農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。法定小

作人なし。転用目的は農家住宅と小屋を建設するものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。

計画面積は８４０㎡であり、農家住宅はおおむね１０００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は

水路、西は宅地、南は田、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ４号４番について報告します。 

申請地は敷根東集会所の東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地

の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種
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農地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思わ

れる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は車置場を建設するものであり、

計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１．４２㎡であり、また、隣接地の５条申

請地４１．７５㎡を一体利用するもので、全体計画面積は４３．１７㎡である。車置場に利用するため

には相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は道路、南は道路、北は５条申請地である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ

うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、８番委員。 

 

○８番委員 

４号５番について報告します。 

申請地は瀬竹自治会館の北東に位置し、現況は雑種地である。なお、平成元年頃、造成してしまった

という始末書が添付されている。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住す

る者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続施設に該当す

ると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。法定小作人なし。転用目的は倉庫と

駐車場にするものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は２，８７２㎡であり、

倉庫と駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は道路、南は宅地、

北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、２７番委員。 

 

○２７番委員 

 ４号６番について報告します。 

申請地は上馬場公民館の南東に位置し、現況は宅地である。なお、平成９年８月頃、造成してしまっ

たという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のそ

の他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。法定小作人なし。

転用目的は農家住宅を建設するものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は２４

０㎡であり、また、隣接地宅地の３７６．０２㎡を一体利用するもので、全体計画面積は６１６．０２

㎡である。農家住宅はおおむね１，０００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は畑、西は道路、

南は田、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、８番委員。 

 

○８番委員 
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４号７番について報告します。 

申請地は中福良小学校の北に位置し、現況は宅地である。なお、平成７年６月頃、住宅を建築してし

まったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地

のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。法定小作人

なし。転用目的は農家住宅を建設するものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積

は１６２㎡であり、また、隣接地宅地の５００㎡を一体利用するもので、全体計画面積は６６２㎡であ

る。農家住宅はおおむね１，０００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南は

畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないもの

と思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第４条の規定による許可申請７件は、転

用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」

は、転用は許可するということに決定します。つきましては、１２月５日開催の鹿児島県農業会議常設

審議委員会に、法律により定められた案件及び県農業会議の決議に該当する案件について意見聴取いた

します。 

 

 

 

「休 憩  午後 ３時１５分」 

「再 開  午後 ３時３０分」 

 

 

 

△ 議案第５号 「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 
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○議長（会長） 

 次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第５条の規定による許可申請２２件が提出されましたので、この処分について審議

を求めます。議案書記載順に調査委員の意見報告を求めます。１番を３番委員。 

 

○３番委員 

 ５号１番について報告します。 

 申請地は岩戸公民館の北東に位置し、現況は山林である。なお、平成５年６月頃、植林してしまった

という始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその

他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのため不要である。法定小作人なし。

転用目的は山林にするものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は１，９１８㎡

であり、申請地に全て植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は道路、西は道路、南

は宅地と山林、北は宅地と山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるた

め支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ５号２番について報告します。 

 申請地は国分陸上自衛隊の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が

定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の

調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は宅地分譲２区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は４５８㎡であり、宅地分譲２区画に利用するためには相当な面積であると思われる。都市計

画の用途が定められた第１種住居地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は雑木林、

南は道路、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ５号３番について報告します。 

 申請地は国分湊地区自治公民館の北東に位置し、現況は宅地である。なお、平成１５年４月頃、住宅

を建築してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、拡張に係る部分の面積が既存の敷地

の２分の１の面積を超えないため、１種農地の既存施設の拡張に該当すると思われる。資金の調達につ

いては転用済みのため不要である。法定小作人なし。転用目的は農家住宅、物置及び車庫を建設するも

のであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は２１８㎡であり、また、隣接地の宅地



14 

 

４８０．３７㎡を一体利用するもので全体計画面積は６９８．３７㎡である。農家住宅はおおむね１，

０００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は水路、西は宅地、南は田、北は宅地である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番及び５番、５番委員。 

 

○５番委員 

 ５号４番について報告します。 

 申請地は敷根東集会所の東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅その他申請に係る土

地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１

種農地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思

われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は車置場を建設するものであり、

計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は４１．７５㎡であり、また、隣接地、４条

申請地の１．４２㎡を一体利用するもので全体計画面積は４３．１７㎡である。車置場に利用するため

には相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は田、南は４条申請地、北は田である。隣接

地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような

理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号５番について報告します。 

 申請地は下井簡易郵便局の南西に位置し、現況は畑である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地

の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種

農地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。

また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅と倉庫及び農業用倉庫を建設

するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は６９２㎡であり、一般住

宅はおおむね５００㎡であるが、超過面積の理由書は添付されているため妥当と思われる。申請地の東

は宅地、西は水路、南は駐車場、北は水路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措

置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、７番及び８番、２７番委員。 

 

○２７番委員 

 ５号６番について報告します。 

 申請地は溝辺中学校の南に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当

しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるた

め問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするも

のであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２，１４５㎡であり、申請地に
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クヌギ３７０本植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の有川＊＊番の東は不耕作地、西

は農道、南は農道、北は水路、有川＊＊番の東は道路、西は道路、南は水路、北は水路である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号７番について報告します。 

 申請地は田原公民館の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は資材置場を

建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３，７６２㎡であり、

資材置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は道路、南は道路、北

は山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思わ

れる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号８番について報告します。 

 申請地は三体小学校の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない

農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ない

と思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は農家住宅を建設するもの

であり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は６０１㎡であり、農家住宅はおお

むね１，０００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は畑、西は道路、南は畑、北は道路である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ

うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ５号９番について報告します。 

申請地は牧神自治公民館の南西に位置し、現況は畑である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地

の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種

農地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。

また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画

性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は５００㎡であり、また、隣接地の雑種地３３㎡

を一体利用するもので、全体計画面積は５３３㎡である。一般住宅はおおむね５００㎡であるが、超過

面積の理由書は添付されているため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は畑、南は畑、北は宅地で

ある。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以

上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番、２８番委員。 
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○２８番委員 

 ５号１０番について報告します。 

 申請地は小浜小学校の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にする

ものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は７０３㎡であり、申請地に全

て植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は里道、西は宅地、南は宅地と畑、北は畑

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番及び１２番、９番委員。 

 

○９番委員 

 ５号１１番について報告します。 

 申請地は小浜小学校の南東に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しな

い農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問

題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設する

ものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２０５㎡であり、駐車場に利

用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は道路、南は宅地と畑、北は道路

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号１２番について報告します。 

 申請地は小野小学校の西に位置し、現況は宅地である。なお、平成２８年１０月、造成してしまった

という始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその

他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融

資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当

であるため実現は確実と思われる。計画面積は６５８㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるが、

超過面積の理由書は添付されているため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は宅地、北は

宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われ

る。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１３番及び１４番、２番委員。 

 

○２番委員 

 ５号１３番について報告します。 

 申請地は富隈小学校の北に位置し、現況は造成済みである。なお、平成２８年１０月、着工してしま
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ったという始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内

にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については融資で

あるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住

宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は４５５㎡であり、

一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は畑と宅地、南は道路、

北は畑と宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないもの

と思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号１４番について報告します。 

 申請地は浜の市郵便局の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、土地区画整理法第２条第

１項に規定する土地区画整理事業の施行に係る区域内にある農地、３種農地の土地区画整理区域内農地

に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も

添付されている。法定小作人なし。転用目的は宅地分譲にするものであり、計画性も妥当であるため実

現は確実と思われる。計画面積は９２５㎡であるが、区画整理区内仮換地で実測面積は７２３．９０㎡

であり、宅地分譲３区画に利用するためには相当な面積であると思われる。都市計画の用途が定められ

た第１種中高層住居専用地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は道路、南は宅地、

北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１５番、９番委員。 

 

○９番委員 

 ５号１５番について報告します。 

 申請地はクローバー保育園の北東に位置し、現況は雑種地である。農地区分は、住宅の用若しくは事

業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある

農地の区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると

思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されてい

る。法定小作人なし。転用目的は太陽光発電施設及び管理用駐車場を建設するものであり、計画性も妥

当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１６３㎡であり、また、隣接地、雑種地の１，１９７

㎡を一体利用するもので全体計画面積は１，３６０㎡である。太陽光発電施設及び管理用駐車場に利用

するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は荒地、西は道路、南は宅地、北は宅地である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ

うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１６番及び１７番、２番委員。 

 

○２番委員 

５号１６番について報告します。 
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申請地は新川公民館の南東に位置し、現況は一部造成地である。なお、平成２７年、造成してしまっ

たという始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内に

ある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金

であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は資材

置場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は４２８㎡であ

り、資材置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は宅地、南は畑、

北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

５号１７番について報告します。 

申請地は新川公園の南に位置し、現況は宅地である。なお、年月日不詳、住宅を建築してしまったと

いう始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内にある

農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済みのた

め不要である。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、既に申請とおりの用途に

利用されている。計画面積は２８５㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。

申請地の東は宅地、西は宅地、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載し

てある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１８番、４番委員。 

 

○４番委員 

５号１８番について報告します。 

申請地は隼人駅の東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については自己資金と融資であるため問題ないと思われる。また、資金証明と融資証明も添付されて

いる。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実

と思われる。計画面積は３１４㎡であり、普通車４台、軽自動車４台分に利用するためには相当な面積

であると思われる。申請地の東は宅地、西は用排水路、南は駐車場、北は宅地である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１９番、８番委員。 

 

○８番委員 

 ５号１９番について報告します。 

 申請地はひまわり１号公園の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、拡張に係る部分の

面積が既存の敷地の２分の１の面積を超えないため、１種農地の既存施設の拡張に該当すると思われる。
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資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は貸駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。計画面積は８２８㎡であり、貸駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は宅地、西は田、南は田、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以

上です。 

 

○議長（会長） 

２０番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ５号２０番について報告します。 

 申請地は市営姫城団地の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。 

資金の調達については自己資金と融資であるため問題ないと思われる。また、資金証明と融資証明も添

付されている。法定小作人なし。転用目的は倉庫と駐車場を建設するものであり、計画性も妥当である

ため実現は確実と思われる。計画面積は１，１６６㎡であり、また、隣接地、宅地の１３．２３㎡を一

体利用するもので全体計画面積は１，１７９．２３㎡である。倉庫及び駐車場に利用するためには相当

な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南は道路、北は道路である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２１番、２７番委員。 

 

○２７番委員 

 ５号２１番について報告します。 

 申請地は湯の里公民館の南東に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に

供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区

域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は５１６㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるが、超過面積の理由書は添付されてい

るため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は田、南は田、北は雑種地である。隣接地については被

害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転

用はやむを得ないと思われる。 

 

○議長（会長） 

 ２２番、３４番委員。 
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○３４番委員 

５号２２番について報告します。 

 申請地は牧之原保育園の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しな

い農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題な

いと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するも

のであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３５９㎡であり、一般住宅はお

おむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は宅地、北は道路である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ

うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。１６番委員。 

 

○１６番委員 

 農家住宅というのが何件か出てきましたが、農家住宅というのは何㎡耕作したら農家住宅の対象にな

りますか。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○事務局（中吉主任主事） 

 農家住宅は１０００㎡以上の耕作が対象になります。 

 

○議長（会長） 

 その他にありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第５条の規定による許可申請２２件は、

転用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 
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 賛成多数であります。よって、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

は、転用は許可ということに決定いたしました。つきましては１２月５日開催の鹿児島県農業会議常設

審議委員会に法律により定められた案件及び県農業会議の決議に該当の案件について意見聴取いたし

ます。 

 

 

 

△ 議案第６号 「強制競売の買受適格証明願（耕作目的）」について 

 

○議長（会長） 

次に、議案第６号「強制競売の買受適格証明願（耕作目的）について」を議題とします。当委員会に

対し、民事執行法等による強制競売等の買受適格証明願１件が提出されましたので審議を求めます。な

お、落札後、本申請の「農地法第３条許可申請」があった場合、会長の判断で処理しうるか否かについ

ても同時に審議を求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、調査委員の報告を求めま

す。１番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ６号１番を報告します。 

申請地は下牧之原地区公民館の東に位置しており、現況は不耕作地である。受人は、規模拡大という

申請理由であり、耕作意欲はある。また、農機具は完備している。以上のような理由により、当申請は

農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるので、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の報告が終わりました。質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。強制競売の買受適格証明願（耕作目的）につい

ての１件は、買受適格者であるとの意見ですが、これについて、承認することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。次に、本申請があった場合、会長の判断で処理しうるか否かについて、いかが

取り計らいましょうか。 

 

○        〔「会長一任」との声あり〕 

 



22 

 

○議長（会長） 

 会長一任とのことでございますので、それでは、会長判断で処理することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案６号「強制競売の買受適格証明願（耕作目的）について」は、買

受適格証明を発行することとし、また、本申請があった場合は、会長の判断で処理することに決定いた

しました。 

 

 

 

△ 議案第７号 「あっせん申出」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第７号「あっせん申出について」を議題とします。当委員会に対し、農地移動適正化あっ

せん事業実施手続規定によるあっせん申し出が売渡希望２件、借受希望２件が提出されましたので審議

を求めます。調査委員の報告を求めます。売渡希望の１番を２３番委員。 

 

○２３番委員 

売渡希望の１番を報告します。 

あっせん申出のあった土地は、国分西小学校の近くにありまして、現在も耕作をされています。あっ

せんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

 ２番、２番委員。 

 

○２番委員 

 あっせん申出のあった土地は、新川公民館の南に位置し、三角形の土地です。今年もしっかり耕作さ

れており、周りもきれいに耕作されておりますので、あっせんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

 借受希望の１番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

 ７０，０００㎡と非常に大きな面積を希望されていますが、場所が川内、上井、湊等ありますが、本

人に聞き取りをしたところ少しずつでも良いということでしたので、あっせんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 
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 ２番、７番委員。 

 

○７番委員 

 借受希望は、水田が１町６反と大きいですが、ふさわしい所がありますので、あっせんを受けたいと

思います。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の意見報告が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。あっせん申出の売渡希望２件、借受希望２件に

つきまして、あっせんを行うことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第７号「あっせん申出について」につきましては、あっせんを行

うことに決定いたしました。それでは、あっせん委員を指名いたします。売渡希望の１番を２３番委員

と１２番委員、２番を２番委員と２３番委員。借受希望の１番を１６番委員と３０番委員、２番を７番

委員と１３番委員。以上のとおりあっせん委員を指名させていただきました。お互いに連絡を密にして

あっせん行動が整いますようお願いいたします。 

 

 

 

△ 議案第８号 「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定」 

について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第８号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定について」

を議題といたします。農地法第３０条第１項の規定に基づき、農地の利用状況調査の結果に伴う、農地

法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断に係る決定について、当委員会での審議を求め

ます。事務局の説明を求めます。 

 

○事務局（有村主任主事） 

 それでは説明いたします。農地法第３０条第１項の規定に基づく、農地の利用状況調査により、既に

森林・原野の様相を呈しているなど、農地に復元することが著しく困難で、その土地の周囲の状況から

みて、農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれた農地、また、非農地にする

ことで、周囲の農地の集団化や農作業への影響はないと思われる農地は、田２６０筆、１９８，６１４
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㎡、畑３１９筆、３３７，１４９㎡、合計５７９筆、５３５，７６２㎡であります。これらの農地が農

地法第２条第１項に該当するか否か、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

 事務局の説明が終わりました。これについて質疑。討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第２条第１項に規定する農地に該当する

か否かの判断に係る決定については、農地の利用状況調査の結果、農地法第２条第１項の農地に該当せ

ず、非農地であるとされた農地は報告のとおりであります。このことを認めることに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第８号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの

判断に係る決定について」は、非農地とすることに決定いたしました。 

 

 

 

△ 議案第９号 「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の意見について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第９号「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の意見について」を議題

といたします。霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について、市長より意見を求め

られておりますので、当委員会での審議を求めます。事務局の説明をお願いします。 

 

○事務局（江藤主事） 

 議案第９号についてご説明いたします。霧島市長より意見を求められております、霧島市農業経営基

盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しにつきましては、先ほど、振興専門部会にて農政畜産課

担当者から説明のありましたとおり、一部営農類型等の変更及び追記、農用地の利用集積目標年度の見

直しとなっております。農業経営基盤強化促進法施行規則第２条により、市町村が基本構想を定めよう

とする時は、農業委員会の意見を聴かなければならないとなっておりますので、ご審議をよろしくお願

いいたします。 

 

○議長（会長） 

 事務局より説明が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 
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○         〔「なし」という声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑を終わります。お諮りいたします。霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構

想について、その変更を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第９号「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

の意見について」は、承認するという意見を市長に答申することに決定しました。 

 

 以上で、平成２８年第１１回農業委員会定例総会に付議されました、議案の審議は全て終了いたしま

した。 

 次に、「その他」はありませんか。３６番委員。 

 

 

○３６番委員。 

 議案第８号について、参考までに教えてください。非農地になった面積と利用状況調査の結果の面積

ではどのくらいの差があるのか教えて下さい。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○事務局（有村主任主事） 

 利用状況調査結果に基づき集計をしていることから、ほぼ同じ様な数値であると思われます。 

 

○３６番委員。 

 分かりました。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。３５番委員。 

 

○３５番委員 

 私も同じような質問になりますが、調査委員が報告した筆数と再調査をされた筆数と違いはありませ

んでしたか。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 
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○事務局（有村主任主事） 

 委員の調査結果をもとに、事務局で確認しましたところ、分合筆等により若干の差異は生じておりま

す。 

 

○議長（会長） 

 ３６番委員。 

 

○３６番委員 

 変わったところがあれば、その地区の調査員に変わった場所の詳細を来年度調査もあるので教えても

らいたいと思います。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○事務局（有村主任主事） 

 分かりました。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 

 

○         〔「なし」という声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで平成２８年第１１回霧島市農業委員会定例総会を閉会いたします。本日はこれにて散会いたし

ます。 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正して下さい。一同、礼。 

 

 

「閉 会  午後 ４時１０分」 
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